
                                                      生活指導部 ３月 1４日（土） 

                                    

 

             校則の検討に係るお知らせ 

 

 

今年度、校則の見直しを行った結果、変更があったことについてお知らせいたします。下

記変更⑴につきましては昨年７月に保護者の皆様へ「校則の変更に係るお知らせ」プリント

の配布を行いましたが改めて、この場でもお知らせいたします。 

 

 

変更⑴ 

①決定事項 

夏季休業明け（2025 年 9 月 1 日～）より頭髪指導を緩和する。ただし、TPO に係る頭髪指

導は継続する 

 

 

②調査 

〇 保護者アンケート（2024/10/３） 提出者 29 名 

Ａ 頭髪自由化 14 名 

Ｂ 現在の指導に同意（ありのまま） 10 名 

Ｃ 生徒の意見を尊重したい 1 名 

Ｄ わからない、特になし、どちらでもない 4 名 

 

様々なご意見、誠にありがとうございました。 

 

 

〇教職員アンケート（2024/11/28） 

A 頭髪自由化 ９名 

B 現在の指導に同意（ありのまま） 20 名 

C 生徒の意見を尊重したい １名 

D わからない、特になし、どちらでもない ４名 

 

 

 

 



〇HR 検討会（生徒） 

回答数 

320 

（１学年：118） 

（２学年：109） 

（３学年： 73） 

（４学年： 20） 

 

頭髪自由化

に賛成 
258 

頭髪自由化

に反対 
62 

 

 

③ 寄せられた意見/考え 

・頭髪指導は必要である。ただし、その指導とは TPO に応じた服装/頭髪ができるように

支援することであり、決して一定のルールに当てはめようとすることではない。（教員） 

 

・頭髪指導は廃止すべきだと思います。多様性の時代であり、個性の尊重を重視する現代に

おいては不要です。校則もアップデートすべきです。外見に過度な規制を設ける事は、見た

目による差別を助長するだけでなく、生徒の心の負担を増やすことになり、ストレスと反発

心を引き起こすと考えます。外見に依存すべきではなく、内面や心の成長、学業に焦点を当

て、アップデートをするべきだと考えます。(保護者) 

 

・どんな頭髪の子でも偏見はありませんが、ルールや制限があるのは学生の頃だけではあり

ませんので、社会人になった時におかれた環境にポジティブに順応できる人になって欲しい

ので校則の必要性をしっかり伝え、理解してもらったうえで自由はあってよいかと思います。

学生は勉強するということが本業なのでそこが最低限出来ていることが必須ですが。 

（保護者） 

 

・周りの人がどう思うかを考えることも大切であるのと同時に、自分のことは、自分で決め、

好きなようにすることも大切であると考えるから。（生徒） 

 

 

 

 



変更⑵ 

「学校生活の心得」（HP 掲載中）について 

 

変更前 

1 授業 

単位制である本校において、授業が非常に大切であるということは言うまでもないことで

ある。授業中の私語はもちろんのこと、スマートフォン(携帯電話)や携帯型オーディオ等の

使用、飲食や化粧など授業の進行や学習の妨げになる行為はしないこと。 

 

変更後 

１ 授業 

単位制である本校において、授業が非常に大切であるということは言うまでもないことで

ある。授業中の私語はもちろんのこと、スマートフォン(携帯電話)や携帯型オーディオ等の

使用、喫食や化粧など授業の進行や学習の妨げになる行為はしないこと。 

 

解説 

→授業中の水分補給ができるようになりました。 

※2025 年 5 月 28 日～運用開始 

※但し、蓋付きのみ 

※机上には置かず、バックに入れて保管をします。 

 

 


